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Abstract

When courts determine whether the inspections of the students violate the Constitution, 
what kind of standards should be applied? The United States of America Supreme Court 
judged New Jersey v. T.L.O., Vernonia School District 47J v. Acton, Board of Education v. 
Earls, and Safford Unified School District #1 v. Redding. By these judgments, did the Supreme 
Court establish a constant standard for the procedural right of the students in the schools?

This report reviews a series of lower court judgments wherein the constitutionality of the 
inspections of the students in the schools became a issue. How Supreme Court judgments were 
applied to lower court judgments?

Chapter 1 provides a summary of the court of appeal judgments from T.L.O. Supreme 
Court judgment to Redding Supreme Court judgment, and Chapter 2 provides a summary of 
the court of appeal judgments following the Redding judgment. In Chapter 3, I reexamine 
lower court judgments for a deeper understanding of the Supreme Court judgments.

はじめに

学校による生徒の検査は、どのような場合に
どこまで許されるのか。検査が合憲か違憲か判
断する際には、どのような基準が適用されるの
だろうか。これまで、アメリカ合衆国連邦最高
裁判所は、New Jersey v. T.L.O. 1）をはじめ、
Vernonia School Dist. 47J v. Acton 2）、Board 

of Education v. Earls  3）、Safford Unified 

School District #1, et al. v. Redding 4）におい
て判断を行ってきた。これらの判決によって、
学校における生徒の手続的権利に関して、一定
の基準が確立したと言えるのか。

本稿は、学校における生徒の検査・捜索の合
憲性が問題となった一連の判例のうち、
T.L.O.最高裁判決から Redding最高裁判決ま
でに下された下級審判決を見ることによって、
最高裁判決基準がどのように適用されたのか検
討することを目的とする。まず、第 1章にお
いて、T.L.O.判決後 Redding判決前の控訴審
判決、第 2章で審理中に Redding判決が下さ
れた控訴審判決を概観する。そして、第 3章
において、Redding判決前の下級審判決を
Redding判決の立場で再考し、そのことを通
して、連邦最高裁判決の検討・理解をより深め
ることを試みる。
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第 1章　T.L.O.判決後 Redding判決前の控
訴審判決－ T.L.O.判決の 2つの基準を適用

T.L.O.判決は、学校における生徒の検査に
ついては、「相当の事由」（probable cause）を
要するとまで厳格ではなく、「合理的嫌疑」
（reasonable suspicion）があれば足りるとした。
まず、検査が着手時において正当であるか、次
に、実際に行われた検査の範囲が、最初に介入
を正当化した状況に合理的に関係しているかと
いう 2つの基準を採用した。
これ以降、生徒の検査に関する事件において、
下級裁判所は、T.L.O.判決のこの基準に従っ
て判決を下してきた。ただ、T.L.O.事件にお
いては特定の生徒の薬物所持疑惑に基づく所持
品検査であったが、検査対象が特定の生徒にと
どまらなかったり、疑惑が金銭盗難であったり、
検査方法が所持品検査、脱衣検査であったりと、
必ずしも同じではなかった。そのため、
T.L.O.基準をそのまま適用するだけでいいの
か、検査が厳しくなれば高い基準が必要ではな
いかといった疑問が生じる。以下に、いくつか
下級審判決を概観することとする。

（1）薬物疑惑による特定人の脱衣検査
（ⅰ）Williams by Williams v. Ellington 5）

1988年 1月、Gravesカウンティのハイス
クールの校長は、女子学生 Gingerの母親から
電話で、Gingerが別の生徒から薬物を渡され
ようとしたと告げられた。そこで、校長が
Gingerに尋ねたところ、タイピングの授業中
に、Angela Williamsと他の生徒が白い粉の
入ったガラスの小瓶を取り出し、指の先端につ
けてにおいをかいでいたのを見た。そして、彼
女たちが Gingerにも渡そうとしたが、拒否し
たと答えた。校長はその授業の担当教師に変
わったことがなかったか尋ねたところ、
Michelleの様子がおかしくて近づくと、イン
フルエンザだと言っていたと報告した。そこで、
校長は、Gingerの話を伝えて、もっとクラス
の出来事を思い出すように促したところ、

Angelaが提供した人の名と「金持ちの薬」の
使用が書かれたノートを見つけたが、冗談だと
言われたと報告した。翌日、校長は Angelaの
おばと学校カウンセラーとMichelleの父親と
話をした。Michelleの父親は娘が薬を使って
いるかもしれない、最近、家から 200ドル持
ち出したと言った。その週に、Michelleは校
長に他の生徒とそのボーイフレンドが rushを
吸入していたと報告したが、彼らは自分たちで
はなく他の人であると言った。rushの単なる
所持は違法ではないが、吸入はケンタッキー州
法違反である。
同じ週、Gingerは校長に、彼女たちがまた
白い粉を持っていたと告げた。校長は副校長に
こ れ ま で の こ と を 話 し た 後、Angela と
Michelleを呼び出した。Michelleは rushの
入った茶色の小瓶を取り出し、Kimの物だと
言った。2人の少女は他には薬物を持っていな
いと言ったが、茶色の小瓶は Gingerから聞い
ていた物とは違ったので、副校長はロッカーの
中も調べた。しかし、薬はなく、ノートや本に
も薬の証拠は見つからなかった。そこで、副校
長室で女性秘書の立ち会いの下、Angelaの身
体検査を行った。ポケットの中を調べ、Tシャ
ツを脱ぎ、ジーンズを膝まで下げ、肌着のゴム
紐を引っ張るように指示し、靴とソックスを脱
がせたが、結局、薬の証拠は出なかった。

Angelaの父親は学校区に不服を申し立てた
が、学校区は「合理的嫌疑」（reasonable 

suspicion）があったと決定した。そこで、
Williamsは 1983条（42 U.S.C.S. §1983）に
基づいて、学校区、校長、副校長、監督者、教
育委員会の職員に対して、損害賠償と差止め、
及び、宣言命令を求めて出訴した。地裁は、検
査は違憲ではないと判断した。そして、略式判
決（summary judgement）を認め、限定的免
責（qualified immunity）に値するとした。
Williamsは修正 4条および修正 14条違反を
主張して控訴した。
第 6巡回区控訴裁判所は、生徒の検査が憲

法上の権利を侵害するかという問題の先例は
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T.L.O.判決であり、他に付加的な判例がない
ために、裁判所は修正 4条違反の輪郭を決め
られずにいると述べた（at 886）。そして、当
該事件において、裁判所の多数意見は、検査を
行った Ellington校長の決定は、彼が当時有し
ていた情報に基づいて合理的であり、生徒の人
権を侵害しないと信じたのは不合理ではないと
判断した。脱衣検査まで行ったが、問題の薬物
は肌着にも隠せる大きさなので、肌着に隠して
いると校長が考えたのも合理的であるとした
（at 887）。そして、控訴裁判所は学校職員に限
定的免責を認めた。
（ⅱ） C o r n f i e l d  e x  r e l .  L e w i s  v . 

Consolidated High School District 

No. 230 6）

16歳の Brian Cornfieldは、Carl Sandburg

ハイスクールの行動障がいプログラム
（behavioral disorder program）に参加してい
た。教師の助手は学校規則に反して学校の建物
の外にいる彼を見つけ、担任教師と学生部長に
かなり疑わしいと報告した。他の教師とその助
手も Cornfieldの股のあたりが不自然に膨らん
でいたと告げたため、教師と学校管理者がパン
ツの股の部分に薬を隠していると疑い検査をし
よ う と し た が、Cornfield は 抵 抗 し た。
Cornfieldの要求によって弟の母親（継母）に
電話して同意を求めたところ拒否されたが、検
査を続け脱衣検査も行った。しかし、薬などは
発見されなかった。

Cornfieldは、学校区、教師、学生部長に対
して、憲法違反を主張して 1983条訴訟を提起
した。地方裁判所は、教師、学生部長に略式判
決を認めたので、生徒が上訴した（at 1319）。
第 7巡回区控訴裁判所は、以下のように、脱
衣検査は修正 4条の下で合理的であったと判
断した。
①　T.L.O.判決において、生徒のプライバ
シーの利益と秩序の維持という学校の必要性を
調和させるためには、修正 4条の「相当の事由」
基準に厳格に従う必要はなく、生徒の行為が校
則や法律違反であるという「合理的嫌疑」があ

れば、検査は許されるとされた。
検査が憲法上「合理的」であるか否かは検査
の内容による。例えば、異性の教師や管理者に
よる脱衣検査は違憲である。また、未成年者の
権利に対する非常に侵害的な違反は T.L.O.基
準に合わない。ロッカー、ポケット、バッグの
検査のための「合理的嫌疑」を満たすものでは、
脱衣検査には足りない。柔軟な基準は、学校管
理者や裁判所に、生徒のプライバシー権よりも
秩序維持という学校の利益を重んじることを許
す。すなわち、学校で生徒が主張するプライバ
シーの合法的な期待は一枚岩ではない（at 

1320–21）。
検査が T.L.O.判決の 2つの基準に合うか判

断するには、検査をとりまく状況を注意深く審
査しなければならない。Cornfieldはハイス
クールで行動障害プロジェクトに参加していた。
Spencer教師は、Cornfieldは 1990年 12月以
前に薬をやっており、1991年 2月のマリファ
ナの検査では陽性になるだろうと言った。すな
わち、1990年 12月の薬物リハビリに成功し
なかったと Spencerは考えている。また、
1991年 1月には学校で弾丸を持っているのを
発見された。いつかははっきりしないが、バス
運転手は、Cornfieldが座っていたところから
マリファナのにおいがしたと証言した。ある生
徒は Cornfieldがバスでマリファナを吸ってい
たと言い、また別の生徒は学校に薬物を持って
来 て い た と 証 言 し た。Cornfield 自 身、
Spencerにたえず薬について考えていたと認め
た。教師の助手は、Cornfieldが母親の家宅捜
索の時に薬をくすねたと言っていたと Spencer

に報告した。Spencerは Cornfieldの股のあた
りにふくらみを見つけた。警察官は、学生部長
Fryeに Cornfieldがマリファナを他の生徒に
売っていたという情報を得たと告げた。しかし、
Cornfieldはこれらすべての事実を否定した。
薬物をくすねてもいないし、マリファナをバス
で吸っていないし、学校にも持って来ていない、
コカインの尿検査も陰性だったと主張した。彼
の母親もバスの運転手が証言した日はバスに
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乗っていないと反論した。そして、教師たちは
「合理的嫌疑」を立証していないと主張した（at 

1321–22）。
積み重ねられた証拠を考慮に入れ、否定的な
事例や認識を整理することができる。教師
Spencerや Fryeは、他の教師や助手の報告に
よる多くの出来事、自身の観察により、
Cornfieldが薬を隠していると疑うのは十分合
理的である（reasonable suspicion）。次に、検
査が許される範囲かどうかが問題となる。16

歳という年頃は自分の身体に関して非常に自意
識が強く、脱衣検査の衝撃は大きいが、脱衣検
査が疑いをはっきりさせるために侵害的ではな
いという結論は、不合理ではない。脱衣検査の
方法も、男子更衣室で 2人の男性教員による
ものであり、しかも直接体には触れていない
（at 1323）。薬物も他の禁止物も発見されな
かったが、検査が不合理であったと結論づける
ことはできない。
②（限定的免責）

Spencerと Fryeは限定的免責に値すること
を根拠に summary judgementを求めた（at 

1323）。
Monell v. Dept. of Social Services of New 

Yorkにおいて、単に、職務の範囲で不法行為
をした人を雇ったというだけでは、1983条訴
訟で教育委員会を含む市は雇用者責任を負わな
いとされた。政府の政策または習慣の執行によ
る損害に対して、責任を負わなければならない
場合がある  7）。市の責任を追及するためには、
政策の実施が憲法違反の背後の「原動力」であっ
たと示さねばならない  8）。そのために、原告は、
自治体または立法機関の公式の宣言、代理権に
従った機関の行為、最終決定権を有する個人の
行為、不作為、習慣をみる。
第三者からの情報は、学生部長自身の情報を
補強する。Cornfieldが学校に薬を持ってきて
いた、過去に Cornfieldが薬を配っていたとい
う他の教師、生徒、警察からの情報は、担任教
師、学生部長が、Cornfieldがパンツの股に薬
を隠していると合理的に疑うには（疑いは間

違っていたが）、十分である。第 7巡回区控訴
裁判所は教師と学生部長に限定的免責を認めた。
（ⅲ）Phaneuf v. Franiken 9）

2002年、ハイスクールの最上級生がキャン
パス外のクラスピクニックに行く計画をたてて
いた。出発前に、学校職員が、安全性の目的で
生徒の鞄を検査したところ、Phaneufのポー
チにたばこを一箱見つけた。彼女は 18歳以上
だったので、たばこを合法的に所持することは
できるが、学校は学生が学校にたばこを持って
来ることを禁じている。別の生徒が体育の教師
に、Phaneufは検査の間、パンツの中にマリ
ファナを隠していると話していたと伝えた。体
育教師はこの情報を校長に報告した。体育教師
も校長も、普段から学校職員を手伝うこの生徒
の情報は信用できると思ったので、Phaneuf

を保健室で尋ねたところ否定された。校長は学
校の代用看護師に下着の中を調べるように指示
したが、看護師が脱衣検査をすることを躊躇し
たので、母親に電話をして、学校に来て検査し
てくれと頼んだ。母親を待っている間に、鞄か
らたばことライターを見つけた。母親は、最初、
脱衣検査を拒んだが、警察に通報すると言われ
て承諾した。カーテンで仕切られたところで、
シャツをあげ、ブラジャーを下げ、スカートを
脱ぎ、ショーツを下げさせたが、マリファナは
見つからなかった。母親が彼女を家に連れ帰っ
たが、後に戻ってきたので、校長はピクニック
に参加させた。

Phaneufは、脱衣検査による修正 4条と州
法違反を主張してコネチカット上位裁判所に出
訴した。学校職員は、脱衣検査は合理的で限定
的免責に値するとして summary judgement

を求めるために、コネチカット地方裁判所に事
件を移した。
地方裁判所は、T.L.O.基準の下、検査は合
理的であるとして、修正 4条違反を否定し
た  10）。「公立学校職員による生徒の脱衣検査は、
所持品検査よりも高い審査」に服すると述べた
（at 78）。しかし、T.L.O.判決に基づいて、検
査は開始の時も範囲も合理的でなければならな
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い（at 80, 82）。地裁は 2分枝審査を行った。
まず、教師が鞄の検査をする「合理的嫌疑」が
あったと認めた。なぜなら、信用できる生徒か
らの情報を得、Phaneufは過去に規律上の問
題があり、マリファナの所持を否定した
Phaneufの態度に疑いをもったからである。
さらに、たばことライターを発見したことは、
禁制品を持っているだろうという「高レベルの
疑惑」を生み出した。地裁は、脱衣検査は
Phaneufの年齢と性、違反行為、検査方法に
照らして合理的であるとした。
控訴裁判所は、T.L.O.基準の下、検査は修
正 4条違反であるとした（at 600）。T.L.O.判
決で基準とされた「合理的嫌疑」ではなく  11）、
脱衣検査の侵害性が強度なため、高い基準の疑
惑が求められる  12）。当該事件において、仲間
の生徒からの情報、Phaneufの過去の規律問
題、否定の仕方が疑わしい、たばこを所持して
いた事実という 4つの要因だけでは、脱衣検
査を正当化するのに必要な「合理的嫌疑」を満
たすのに不十分であるとした（at 597）。特に、
生徒からの秘密情報は、学校職員による付加的
な検査を正当化するが、脱衣検査を正当化しな
い（at 598–599）。そして、地裁は限定的免責
問題にたどり着かなかったので、差戻し審で問
題を解決すべきだとした。

（2）窃盗疑惑による特定人の脱衣検査
Jenkins ex rel. Hall v. Talladega City 

Board of Education 13）

小学 2年生の少女が、財布から 7ドルなく
なったと教師に告げた。クラスメイトの
JenkinsがMcKenzieのリュックサックにお金
を入れたと他の生徒が告げたため、教師が
リュックサックを探したがお金は見つからな
かった。教師は 2人の少女と盗みに加担した
と言われる男子生徒を呼び出して尋ねたところ、
その 2人は互いがやったと批判した。まず、鞄、
靴、靴下の中を調べてから、カウンセラーと一
緒にトイレに連れて行き、個室に入って下着を
足首のあたりまで脱ぐように言った。結果、何

も出てこなかったので、質問するために 3人
を校長室に連れて行った。男子生徒がロッカー
の後ろに隠したと言ったが、そこにもなかった。
少女達をトイレに連れて行き、もう一度着衣を
脱ぐように言った。
両親が教育委員会に不服を申し立てた。教育
委員会は学校を支持したので、彼女たちと両親
は、教育委員会、教師に対して、脱衣検査に
よって合衆国憲法修正 4条および 14条、公民
権法タイトルセブン  14）、1972年教育修正のタ
イトルナイン  15）、アラバマ州不法行為法等の
違反を主張して、1983条（42 U.S.C.S. §1983）
訴訟を提起した。北部アラバマ連邦地裁は、原
告の主張をすべて否定し、被告たちは限定的免
責に値する等の理由で、略式判決を認めた（at 

823–24） 16）。控訴裁は、一部認容、一部棄却
した。すなわち、クラスメイトの批判を根拠に
2人の少女の脱衣検査をした 2人の教師は、修
正 4条に基づく限定的免責に値しないとしたが、
その他の略式判決を認めた  17）。
第 11巡回区控訴裁判所は再審理し、次のよ
うに、修正 4条の主張に関して限定的免責を
認めた  18）。学校における生徒の検査に修正 4

条を適用する法理は、明確に発展しなかった。
T.L.O.判決は学校検査に関する唯一の先例で
あると示すことによって分析を始めた（at 824 

n.1）。裁判所は、学校職員は検査が T.L.O.判
決で設定された合理性（reasonablenesss）の
基準を超えたと当然わかっていなければならな
かった、という原告の主張を認めなかった（at 

824）。T.L.O.判決は「具体的な事情が学校職
員に直面したとき、列挙された事実がどう作用
するかについて、説明も指示もヒントも示して
いない」（at 825）。学校職員は、特定の事実に
適用されない一般的な法定義を解釈できる必要
はない。当該事件における少女は 8歳でまだ
幼いので、脱衣検査にそれほど抵抗はなく、プ
ライバシーの必要性も低い。問題となっている
検査は、合理的な学校職員にとって「生徒の年
齢や性、違反の性質に照らして過度に侵害的で
ある」ことが明白であるとは信じられない  19）。
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よって、控訴裁判所は、学校職員の行為は法的
に許されないものであるとは言えないという理
由で、限定的免責を認めた（at 828）。

（3）金銭紛失による全員の脱衣検査
（ⅰ）Thomas v. Roberts20

1996年 10月に 5年生のクラスで、26ドル
が入った封筒が教師の机からなくなった。教師
は、副校長から子供たちを調べる許可を得て、
男女に分かれて数人ずつトイレで、男子は男性
教職員が、女子は女性教職員が、下着をはずし
て脱衣検査を行った。そのうち、13人の生徒
が、検査を行った学校教職員、副校長、学校担
当警察官、学校区、ジョージア州クレイトン・
カウンティに対して、合衆国憲法修正 4条、
ジョージア州憲法、州法違反を主張して訴訟を
提起した。地裁は、検査は違憲であるが、教職
員については限定的免責に値するとした  21）。
控訴裁判所もまた、学校区とカウンティは責任
がないとした上で、略式判決を認め、宣言判決
及び損害賠償を否定した地裁判決を支持し
た  22）。 し か し、 最 高 裁 判 所 が、Hope v. 

Peltzer 23）に照らして再審理せよと破棄差し戻
し、控訴裁判所で審理された（at 952）  24）。
第 11巡回区控訴裁判所は、以下のように、

Hope事件は、この事件の結論を変更するもの
ではないと判断した。原告は、当該事件におい
ては「個別の嫌疑」が必要であったと主張する。
T.L.O.判決は、侵害されるプライバシーが最
小限のとき、プライバシーの保護が確保されて
いるときに、「個別の嫌疑」の例外が認められ
ると述べた。また、最高裁が「個別の嫌疑」な
く検査を行うのを認めたのは、運動部員の薬物
検査を最小限に行うときであった  25）。原告は、
連邦最高裁が Hope判決を出したのは、学校区
に限定的免責を認めるべきではないからである
と主張した。それに対して、被告は侵害された
権利が明白なのは、合理的な人なら権利を侵害
していると理解できる場合であると主張し
た  26）。

Hope判決が示すのは、限定的免責の重要な

問題は、州法が教職員達に違憲であると公正で
明確な警告をしたか否かということである。

T.L.O.判決は、学校検査が合理的であるた
めには「個別の嫌疑」が必要かという問題にふ
れずに、一般的な合理性のテストを採用した
（at 953）。上述の Jenkins判決  27）を引用して、
T.L.O.判決は学校における異なる状況での修
正 4条の輪郭を確立してはいないと判断した。
よって T.L.O.基準では、当該事件における脱
衣検査が違憲であるとは言えない。
一般的な基準を個別の事実に適用する判例法
は、普通、公正で明白な通知を与えるものとし
て必要である（at 954）。しかし、Hope判決は、
あまり確固たるものを示していない。また、検
査は、たとえ判例法がなくても違憲だと職員に
警告できるほどひどくはない。職員は限定的免
責に値するとした（at 955）。
（ⅱ） Beard v. Whitmore Lake School 

District 28）

ハイスクール生が、2時間目の体育の授業中
に、ダンスパーティーのお金が盗まれたと体育
の教師に告げた。学校長が休みだったため、校
長代理が窃盗の報告を受け、警察に通報し、2

人の女性教員と 1人の男性教員に手伝うよう
に指示した。女性教員は、女子生徒と一緒に体
育館と女子生徒の鞄の中を探し、男性教員は、
男子更衣室でロッカーと男子生徒の鞄の中を探
すとともに、シャワー室で男子生徒から 1人
ずつ検査を始めた。各少年はパンツと下着を下
げ、シャツを脱いだが、体には触れられていな
い。約半数の男子生徒の検査が終わった後で警
察官が到着したが、生徒を取り調べるのは警察
官よりも教師の方がずっと自由なので、教師に
検査を続けるように言った。警察官の指示で、
女性教員が更衣室で女子生徒も調べた。円に
なって立ち、シャツをあげ、パンツを下げたが、
下着までは脱がなかったし、体にも触れられな
かった。約 5人の女子が調べられたが、お金
は見つからなかった（at 601–602）。生徒たち
は教師と警察官に対して、脱衣検査は修正 4条
違反であると主張して、42 U.S.C.S. §1983に
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基づいて訴訟を提起した。限定的免責の主張に
基づく略式判決が否定されたので、被告が控訴
した。
第 6巡回区控訴裁判所は、次のように、脱

衣検査は修正 4条違反であると認めたが、限
定的免責を否定した地裁判決を覆した。控訴裁
判所は、検査の範囲を考えるにあたって、
Vernonia School District 47J v. Acton 29）にお
いて示された 3つの要因を挙げた。すなわち、
「個別の嫌疑」なしになされた検査を評価する
ために、（1）生徒のプライバシーの合法な期待、
（2）検査の侵害性、（3）検査に見合う学校制
度の必要性の深刻性を検討することである  30）。
非常に侵害的な検査の性質、検査がお金を探
すために行われた事実、「個別の嫌疑」の欠如、
お金の捜索に関する同意の欠如に着目した。特
に、男子生徒の個別の直接の脱衣検査は、ハイ
スクールの生徒によって普通予測される程度を
越えている。学校職員が、「個別の嫌疑」なく
20人以上の生徒を検査した時に、自由な雰囲
気を維持するという学校の利益は損なわれた。
女子生徒の検査も特に他の生徒もいるところで
行われたので、同様に不合理である。職員が検
査を不合理にする要因を知っていたなら、女子
生徒の検査を命じる行為もまた違法である（at 

604–606）。しかしながら、当時の法が「検査
は当該事件において特定の状況下で不合理であ
ると明白に確立」していなかった（at 606）。
さらに、T.L.O.判決と Vernonia判決は学校検
査の基本原理を示したが、「当該事件において
行われた検査が不合理であると学校職員が知っ
ていた、もしくは知っているべきであったとい
う結論に必要な指導を提供していない」（at 

606）。よって、職員は限定的免責に値すると
した。

第 2章　Redding判決後の控訴審判決

校則違反の薬の所持疑惑に対する脱衣検査が
問題となった Redding判決では、鞄や着衣の
検査と脱衣検査とは「範疇的に異なる」と認め
られ、当該事件において脱衣検査は違憲と判断

された。脱衣検査をするためには、上着や所持
品検査を超えた権力行使を正当化する要件が必
要であるとされた。例えば、脱衣検査を正当化
できるほど、疑われている薬物の危険性が高い
こと、下着の中に隠しているという「個別の嫌
疑」が必要で、検査手段も着手時に侵害を正当
化する状況の範囲に合理的に関連しなければな
らない。合理的な範囲といえるためには、生徒
の年齢・性別、違反行為の性質に照らして過度
に侵害的であってはならないとした。
以下に、Reddinng判決確定時に係争中で
あった控訴審判決をみることとする。
Misty Knisley v. Pike County Joint 

Vocational School District 31）

2人の生徒が看護の時間に、現金とクレジッ
トカード、ギフトカードがなくなったとインス
トラクターに告げた。そこで、この部屋にいた
15，6人の生徒が手を見せながら座るように指
示された。生徒は 1人ずつ部屋に入れられ、財
布や本の間、靴、靴下、ポケット、ロッカーを
調べられた。ある生徒が、別の生徒がブラ
ジャーに隠すところを見たと告げたため、生徒
達を洗面所に連れて行き、ブラジャーを外して
ふらせ、ショーツをもものあたりまで下ろさせ
た。11歳の生徒が違憲的な脱衣検査を受けた
と主張して、学校区、教職員達を相手に、損害
賠償請求と宣言判決を求めて訴えを提起した。
被告は、限定的免責に値するため、略式判決を
主張したが、地裁は Beard v. Whitmore Lake 

School district に従って認めなかった  32）。
Beard事件において、当該事件と類似の事情
での生徒の検査は、不合理で修正 14条違反と
されたのであった。
控訴裁判所は、以下のように判示して検査を
違憲とした。検査は着手時においては正当だが、
検査範囲で不合理である。検査はプライバシー
の主観的期待の深刻な侵害であるのは疑いな
い  33）。生徒達は衣服を脱いだ体に重要なプラ
イバシーの利益を有する  34）。被告は、生徒達
は検査施策の生徒ハンドブックに基づいて検査
に同意したと主張した。しかし、双方の同意が
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なければ、ハンドブックの施策は原告のプライ
バシー権放棄に影響しないが  35）、原告の中に
は検査施策を知らず、検査が許されると理解し
ていない者もいた。また、被告は、原告が検査
に反対せず、電話して両親の同意を得ることも
求めなかったと述べた。しかしながら、少なく
とも 1人の生徒は検査に反対したが、従わな
ければならないと言われ、また、別の生徒は、
検査後に母親に電話するよう頼んだが拒否され
た。
被告は、生徒達は肌を露出していないし、自
分たちは下着をとるよう要求しなかったし、触
れてもないと主張した。生徒達は看護師の服を
着ていて、背中はおおわれておらず、ブラをは
ずすときにお腹を露出した生徒もいた。下着も、
もものあたりまで下ろすだけで許された生徒も
いれば、くるぶしのあたり又はその下まで下げ
させられた生徒もいる。下着を着用していな
かった生徒もいれば、ビキニタイプやブーティ
ショーツをはいていた者もいた。Beard事件
における女子生徒の捜索に似ていたが、ブラを
持ち上げるように要求されなかったことと、1

人の職員の前で 1人ずつ調べられたことが
Beard事件とは異なっていた  36）。Beard事件
で裁判所が述べたように、「現金を探す捜索は、
薬物や武器のような生徒の健康や安全に脅威を
もたらすものを探すより、政府利益は少な
い」 37）

「個別の嫌疑」がなくクラス全員を検査する
のは、被告の利益を減少させる。被告は、窃盗
が授業中に起こり、誰も教室に残っていなかっ
たので、生徒全員に「個別の嫌疑」があると主
張する。この議論は、他の生徒達が写真を撮る
ために部屋に入ったという事実によって断ち切
れになった。それに、「個別の嫌疑」は、同じ
場所にたまたまいた人たちよりも、特定の人に
非行の疑いがあると示すのである  38）。Beard

事件においても、授業中にお金がなくなった。
特定の生徒が窃盗したと疑う理由がないので、
「個別の嫌疑」がなく（at 981） 39）、検査の合
憲性を支える事実は否定された。

Beard判決に基づくと、原告の捜索範囲は
合理的ではないという結論になる。原告はプラ
イバシーの合法的期待を有し、同意せず、検査
はかなり侵害的で、「個別の嫌疑」もない。よっ
て、検査は原告の修正 14条に基づく権利を侵
害した。
被告の行為が法律または憲法上の権利を侵害
しなかったなら、限定的免責に値するかもしれ
ない  40）。合理的な職員なら自分の行為が権利
の侵害だとわかるほど、権利の範囲が十分明確
でなければならない  41）。
被告は、Beard事件から検査が違憲である

とわからなかった。検査された生徒の数、場所、
脱衣の程度、「個別の嫌疑」の存在により、
Beard事件を当該事件と区別した。控訴裁判
所で審理中に Redding最高裁判決が下され、
連邦最高裁は、この Redding基準に照らして
本件を検討するように要求した。Redding事
件では、職員は限定的免責が認められた。なぜ
なら、同様の条件下で生徒の脱衣検査が違憲で
あると明確に確立した法はなく、同様の事件に
関して控訴裁判所の判断は分かれていて一致し
ていなかったからである（at 2643–44）。しか
し、生徒の脱衣検査に関する控訴裁判所判例は、
2005年初期の Beard事件で確立したので、
Beard判決を肯定するように Redding判決を
解釈すべきである。よって、本件においては、
検査は違憲であり、被告は限定的免責に値しな
いとした（at 982–83）。

第 3章　Redding判決の下での再考  42）

Redding判決以前に確定した事件が、もし、
Redding判決後に訴訟がなされていたとすれば、
先例である Redding判決に拘束されることと
なる。
そこで、下級審判決を概観し、Redding基
準の下で再検討を試みる。

Ⅰ　Doe v. Renfrow 43）

（1）事実の概要・判旨
ハイスクールにおける生徒によるアルコール、



90 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第35巻　2018年

マリファナ、PCP（麻薬）使用に対する対策
として、学校職員は法執行官と共同で、告知な
しに麻薬探知犬を教室に入れる計画を立てた。
この捜索で発見した証拠は裁判では使わないが、
学校の懲罰には使用すると同意していた。探知
犬は約 50人の生徒に注意を喚起し、うち 11

人の生徒についてはポケットや鞄の中を空にし
た後も反応したため、脱衣検査を行ったが、薬
物も禁止品も見つからなかった。ジュニア・ハ
イスクール生 Diane Doeが、脱衣検査を行っ
た学校職員に対して、修正 4条違反を主張し
て訴訟を提起した（at 1017）。
裁判所は、次のように述べて、脱衣検査を違
憲とした。学校職員は薬物使用を禁じた学校規
則に違反している生徒がいると信じる合理的な
理由を有し、犬が反応したことによって原告に
は「個別の嫌疑」があったため、ポケットを調
べたことは修正 4条違反ではない。しかし、脱
衣検査は別問題で、次のように、プライバシー
の「個人の基本的な正当な期待」（individualʼs 

basic justifiable expectation of privacy）の侵
害であるため違憲である。その生徒が禁止品を
所持していると信じる合理的な理由を示す事実
が存在する場合にのみ許される。しかし、当該
事件において、犬の反応だけでは脱衣検査をす
る合理的な理由としては不十分である（at 

1024）。なぜなら、犬は禁止品自体ではなくに
おいに反応したのだから、他の人の使用によっ
て服ににおいがついた可能性もあるからである
（at 1017）。

（2）検討
この判決は T.L.O.判決より以前に下された。

脱衣検査で薬物が発見されなかったために、犬
は服のにおいに反応したのであり、服の下に薬
物を隠していると信じるのは不合理であると判
断された  44）。しかし、これは結果論であり、
犬が反応した時点で、学校職員が脱衣検査もせ
ずに、服のにおいに反応したと知ることができ
たであろうか。
以下に、Redding判決に基づいて、Doe事

件を検討する。
（ⅰ）Redding判決だけが正当な分析基準をも
たらすのか、それとも、T.L.O.判決の 2分枝
テストによって補われるべきか  45）。一般に、
脱衣検査事件で T.L.O.基準が Redding基準と
ともに使われるとして、検査の合理性は内容と
範囲、両方で評価されなければならないと考え
られている。Doeや Redding事件などでは、
脱衣検査は初期の検査に関する判例とは異なっ
ている。まず、着手時に正当でなければならず、
脱衣検査の合憲性は着手時の侵害から分離して
評価されることはできない（at 990）。
最初の侵害は犬が Doeのにおいをかぐこと
である。もし、犬による探知が「捜索」でなけ
れば、修正 4条の問題ではないことになる。
Doe事件において裁判所は犬がにおいをかぐの
は捜索ではないとしたが、Horton ex rel. 

Horton v. Goose Creek Indep.Sch.Dist. 46） や
B.C. ex.rel. Powers v. Plumas Unified Sch. 

dist. 47）などにおいて、連邦控訴裁判所は、修
正 4条に規定する「捜索」と認めた。しかし、
連邦最高裁判所では、犬が荷物の探知をするの
は修正 4条の捜索であるとされたが、人の探
知は問題となっていない。このように、控訴裁
判所はこの問題に関して分裂しており、連邦最
高裁判所の判断が待たれる（at 990–991）。
次に、もし、犬による探知が「捜索」なら、「合
理的な疑い」によって判断されるべきである。
Doe事件において、学校は学校での薬物問題に
利害を有すると認められたが、生徒の身体全体
の大規模な検査が合理的かについては明らかで
はない。最高裁は、Vernonia School dist. 47J 

v. Acton 48） や Board of Education v. Earls 49）

において、マリファナを含む薬物の不特定な捜
索のための「合理的な疑い」があると認めたが、
Doe事件のようにマリファナのためだけに生徒
の身体全体を検査したのではなかった。生徒の
集団全体を犬によって探知する無差別性は、脱
衣検査を含まない事件において、このような捜
索を不合理だとする主要な根拠と認められ
た  50）。よって、犬による探知が脱衣検査につ
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ながる Doeのような事件では、不合理と判断
されるのはより容易であると言えよう。他方、
Acton事件と Earls事件を、生徒の身体全体を
犬で無差別に探知するのを必然的に禁ずるもの
と読む理由はほとんどない。たとえ犬による探
知が捜索となるとしても、学校における薬物の
害悪性、発見のための犬の有効性、犬による探
知の最小限の侵害性に照らして合理的かもしれ
ない。もしそうなら、マリファナ所持の発見に
犬を利用することは、「着手時に合理的」であ
ると思われる。裁判所は犬による探知が合理的
だとして、Doe事件において生徒がマリファナ
を所持または吸うと信じるために、「合理的な
疑い」おそらく「相当の事由」さえ認めた  51）。
（ⅱ）脱衣検査についても、Redding事件の 2

つの要因の下で合憲と判断したが、基準は不明
確である。学校職員は、マリファナを持ってい
る可能性は教育環境に危険をもたらすこと、服
の下にマリファナを隠していると信じる理由が
あることの両方を示す必要があるか、それとも
どちらかだけで十分か？ Doe事件は両方の分
枝の証拠を挙げたが、捜索のための十分な理由
と言えるか否かは明らかではない。よって、
Redding事件の 2つの要因、すなわち、危険
性と下着の中に隠していると信じる根拠を検討
する。
①　危険性――学校職員は、マリファナを所持
すると考えたから脱衣検査をした。Acton判決
と Earls判決によると、不特定者の尿検査を正
当化するのに十分深刻でなければならないので、
学校で違法な薬物所持の可能性を発見しなけれ
ばならないとしたが、マリファナは脱衣検査を
正当化するほど十分な危険をもたらすと言える
か？ Redding判決は、ピルの危険性は脱衣検
査を正当化するのに十分な危険をもたらさない
が、もし、大量の処方箋のイソプロフェンまた
は処方箋なしで買えるアドヴィルまたはアレ
ヴェだったら十分だと提示した。
薬物の量は次の 2つの理由に関係する。す
なわち、過量投与は身体的害悪を与え、大量所
持は他の生徒に分配する意図の証拠である。大

量のマリファナは、大量のアドヴィルやアレ
ヴェよりも危険が少ないが、校内でマリファナ
を配布する危険性は、アドヴィルやアレヴェよ
りも高いとも言えよう。その場合、Doe事件に
おいて危険性があるかどうか、どうやって判断
できるのか？犬による探索はマリファナの可能
性を示したが、量を示すことはできなかった。
学校職員は、犬が大量の物が入った袋などに反
応したかわかる方法がない。他方、学校でのマ
リファナの存在は、量に関係なく、Redding

判決で示された危険をもたらすのか。処方箋が
不要な薬物とは異なり、マリファナの所持は少
量であっても犯罪である。学校の権力者は、生
徒が非行少年や犯罪者になることから保護する
利益を有する  52）。学校でマリファナを所持す
る生徒は、校外で所持するのと同様、犯罪行為
に対する法執行に従う。学校で生徒からマリ
ファナを取り上げると、校外の行為も防ぐこと
になる（at 993–996）。マリファナは犯罪に関
わる禁止品だから、学校権力者は付加的な利益
を有する。法律に従うよう生徒に教えることは、
よい市民になるのを学ぶ基本である。また、違
法薬物の魅惑は、規則に反抗する傾向の兆候と
して、生徒にとって魅惑的に感じるかもしれな
い。生徒を薬物にかりたてる傾向と影響がある
とすれば、少量のマリファナでも危険とみなさ
れるのは簡単であろう。
②　禁止品を下着の中に隠していると信じる理
由の要因――Redding基準が分離か合同か明
らかではなく、Doe事件におけるマリファナの
おそれが、Redding事件で示された危険性を
満たすか不明確なので、Doe事件における脱衣
検査の合憲性を判断するためには、2つ目の
「下着の中」要因を評価する必要がある。もし、
犬による探知の証拠が間接的だと考えられるな
ら、一般的な修正 4条問題として、脱衣でな
い捜索をするための「合理的な疑い」または「相
当の事由」として、それ以外の直接証拠が特に
必要とはされない。脱衣検査が特に若い人々に
屈辱を与えると認識されていれば、それを正当
化するためにはもっと厳格な証拠基準が必要で
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あろう。犬が反応したという事実は、学校職員
が Doeは服の下にマリファナを隠していると
信じる理由となる。分離基準では、マリファナ
が危険でないとしても Doeの脱衣検査は合憲
となるだろう。
警察が関与していたとはいえ、Doeの検査は
学校規則に基づいて学校から薬物を排除するた
めに行われたのである。学校の検査が、警察官
によってあるいは学校職員と法執行官と一緒に
行われたときには、学校職員だけの時よりも、
修正 4条審査はより厳格に行われなければな
らない  53）。
犬による探知自体は「捜索」ではなく、また、
たとえ捜索だとしても「不合理」ではないと仮
定する。もし、Redding判決が分離基準をと
るなら、マリファナが Reddingの危険性を構
成するか、または、犬による探知が服の下に禁
止品を隠していると信じる理由となるなら、「捜
索」は合憲である。もし、Redding判決が合
同基準をとるなら、2つの要件、すなわち、マ
リファナの危険性と所持を信じるための十分な
理由の両方とも満たさなければならなくなる。
このような不明確性故に、多くの人は、Doe事
件で違憲判決が出たのは間違いかもしれないと
述べている  54）。

Ⅱ　Galford v. Anthony 55）

（1）事実の概要・判旨
学校の就業時に教師の財布から現金を盗んだ
疑いで、生徒が脱衣検査をされた事件である。
ウェストバージニア州ポカホンタスにおける
マーリントン中等学校で、教室に誰もいない間
に、机の下に置いていた教師の財布から 100

ドルがなくなった。14歳のMarkは不法侵入
の罪で保護観察中であり、また、現金がなく
なったとき教室に 1人でいたと思われるため、
学校職員は彼を疑った。Markは教室に 1人で
いたことは認めたが、窃盗については否定した。
学校のソーシャルワーカーは、ポケットとソッ
クスの中を調べたが何も見つからず、下着の中
に隠したに違いないと校長に報告した。校長は

Markを男子洗面所に連れて行き、パンツを下
げ、下着をひっぱるように言い、それに従った
結果、Markの下着の後ろになくなった 100ド
ルが見つかった。Markは盗んだことを認め、
教師にお金を返して謝罪した。
教師は刑事手続きを始めた。下級裁判所は、
脱衣検査で得た窃盗罪の証拠を排除すべきだと
いう上訴人の申立を否定した。また、非行少年
として、ウェストバージニア州セーレムの若者
の た め の 労 働 の 家（Industrial Home for 

Youth）がふさわしいとした。
保護観察を否定され、1年間、犯罪者の処置
を管理する部門（Department of Correction）
におかれた。裁判所は執行を猶予し、18ヶ月
の保護観察となり、保健福祉省（Department 

of Human Service）の監護下におかれた。
Markは、脱衣検査は過度に侵害的で合衆国
憲法修正 4条とウェストバージニア憲法第 3

編第 7条に違反すると主張して、証拠排除を
申し立てた。
ウェストバージニアでは、下記の学校検査の
問題におけるリーディングケースは、生徒の
ロッカーおよびその中の持ち物に対するプライ
バシーの期待を示す。State v. Joseph T. 56）に
おいて、副校長は、校則に違反してロッカーに
アルコールを隠していると疑うのに合理的な理
由を有していたため、マリファナを発見する結
果となったロッカーの検査は、不合理な検査を
排除する生徒の憲法上の権利を侵害するもので
はないとした。「学校職員が権威下にある生徒
を検査するのに令状は必要ではない」 57）

〈Brotherton裁判官による判決〉
Markが、誰もいない教室に近づいたこと、
窃盗で 2年間の保護観察にあることにより、な
くなったお金を持っているという合理的で「個
別の嫌疑」があるため、ポケットとソックスの
検査は T.L.O.判決の第一分枝である「着手時
に正当」で合理的であるとした（at 45）。
しかしながら、特定の検査の範囲が合理的か
否か問題となる。連邦憲法第 4条及びウェス
トバージニア州憲法第 3編第 6条により、不
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合理な捜索は許されず  58）、T.L.O.連邦最高裁
判決における「合理性」の基準に基づく。続く
脱衣検査は「過度に侵害的な」検査であるが、
連邦最高裁はいまだ生徒の脱衣検査について判
断しておらず、T.L.O.事件においても合理性
の基準が脱衣検査に適用されるか示していない。
脱衣検査は、普段、下着によって隠されてい
る身体の部分の検査を含んでいる。原告は過度
に侵害的な脱衣検査であると主張したが、州は
恣意的なものではなく、武器、薬物、窃盗の証
拠を学校で探すときには、限定的に脱衣検査も
許されると主張した。
州は、この議論を支えるために次の 2つの
事件を挙げた。まず、Rone By and Through 

P a y n e  v .  D a v i e s s  C o u n t y  B o a r d  o f 

Education 59）である。15才の少年が 2人の男
性職員の前で校長によって検査された。その前
日、この生徒はスクールバスの中で 2人の女
子生徒にマリファナを渡した。彼がマリファナ
を栽培し、吸引し、他の生徒に渡したことを認
めたので、校長は所持を疑って、パンツと下着
をももまでおろすように言った。彼はそれに
従って下ろしたけれども脱がず、完全に脱いだ
のはジャケットと靴だけである。検査の間、乱
暴に触られることもなかった。裁判所は、下着
は「最も隠される場所」（at 30）であると述べ
ている。当該事件において、特に明確に述べら
れた事実として、原告の年齢、前歴、他の生徒
に処方薬を渡し、検査の前日に 2人の生徒に
マリファナを渡し、原告自身がマリファナを所
持して吸ったと認めたことが挙げられる。これ
らのことから、十分な「合理的嫌疑」に欠けて
いたとは言えない（at 31）。学校制度における
生徒全体の福利を守り、原告が刑事手続に入る
ことを防ぐために、学校職員の行為は意味があ
ると判断した。

2 つ 目 の 事 件 は、 前 述 の Williams by 

Williams v. Elllington 60）で、公立学校におけ
る女性職員による女子生徒の脱衣検査が有効で
あるとされた。第 6巡回区控訴裁判所は、検
査自体は着手時において不合理ではないとした。

探している物（麻酔薬と疑われるものが入った
小瓶）に照らして、個人的に侵害的な検査を行
うに当たって、被告は不合理であるとは言えな
いとした（at 887）。
次に、T.L.O.判決に照らして、検査の範囲
が不合理でないか判断した。白い粉状の物が
入った小瓶は見つからなかったが、ロッカーや
鞄を調べた後、禁止品を身に隠しているのでは
ないかと疑うのは理由があるとした。また、学
校職員は学校の安全と秩序を確保するために教
育裁量権を有する。議論をすすめるにあたって、
RoneとWilliams判決を、脱衣検査が恣意的
で範囲において不合理であるために違憲とされ
た Bellnier v. Lund 61）とは区別した。Bellnier

事件において、5年生の生徒が、コートのポ
ケットに入れていた 3ドルがなくなった。コー
トルームの他の衣服が探され、生徒達はポケッ
トをからにし、靴を脱ぐように言われた。お金
がみつからなかったので、クラスメイト達は教
職員達に個室トイレに連れて行かれ、下着を脱
ぐように言われ、服も調べられた。その後、教
室に戻り、机、本、コートがもう一度調べられ
たが、お金は見つからなかった。検査の合理性
を分析し、裁判所は、教室の誰かが盗まれたお
金を持っていると信じる合理的な疑いと相当の
事由があるとした。しかしながら、職員は特定
の生徒が持っていると述べた事実はなく、修正
4条の下で合理的な検査とは言えない  62）。この
ように、裁判所は、「禁止品または犯罪の証拠
を持っていると信じる合理的な疑いがない」と
結論付け、検査を違法とした（at 54）。Rone、
Williams、Bellnierにおいて問題となる脱衣
検査は教訓的となる。RoneとWilliamsでは、
特別な疑いが特定の生徒にかけられ、その生徒
が検査されたため、職員による検査は合理的な
理由があると認められた。しかしながら、検査
の合理性を評価する際、裁判所は他の生徒に対
する危険の可能性も重視する。Bellnier事件で
は、「個別の嫌疑」は存在せず、検査は不合理
であると判断された。ロッカーや所持品検査と
下着の中の検査とは同等ではない。
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T.L.O.事件は、明確に検査を正当化する合
理的な根拠、及び（または）「個別の嫌疑」は
認めたが、2つ目の合理性の要因として検査の
範囲は含めなかった。T.L.O.事件において所
持品検査について判断する際、最高裁は、検査
の範囲は、検査手段の合理性、生徒の年齢や性
別、違反行為の性質などによって定められると
示唆した。
より侵害的な検査に対する基準を適用すると、
本件における脱衣検査を合理的なものと認める
ことはできない。原告は現金を盗んだという疑
いがあり、このような行為は許されず、他の生
徒に対する危険も存在するが、武器や薬の所持
による危険性とは同じではない。原告の疑わし
い行為は他人に対する急迫な危険ももたらさな
いし、脱衣検査も正当化しない。T.L.O.判決
において、「合理性の基準は、生徒の利益が学
校における秩序を維持するという合理的な目的
を達成する必要性を侵害しないと明らかにす
る」 63）。「連邦最高裁は、今日、公立学校にお
ける秩序を維持する困難さを認めるけれども、
学校における生徒が、プライバシーの合理的な
期待を主張できないほど、状況はひどくはな
い。」 64）。
当該事件において、検査の「範囲において合
理的」を超えており、違憲であると認めた（at 

45, 49）。裁判所は、脱衣検査は「過度に侵害
的」であり、他の生徒の安全に急迫な危険をも
たらす差し迫った状況（exigent circumstances）
にないため、本質的に違憲であると考えた。
Markの窃盗疑惑は、脱衣検査を支持するのに
必要な他の生徒に対する危険のレベルに近づい
てなかった（at 49）
〈Neely裁判官による反対意見〉　多数意見に
よって挙げられた先例に基づいて、反対する。
原告が象を盗んだと疑われた場合、下着を探す
のは「不合理」である。では、100ドルをどこ
に隠すことができるか？机の中では、より侵害
的でない検査によって容易に発見されるだろう。
これまでの窃盗者の 9割は発見されにくいと
ころに隠している。検査が正当化されれば、隠

された禁止品を探すと合理的に考えられる検査
は正当化される。こどもは大人ではない。学校
は親代わり（in loco parentis）にあり、両親
なら、こどもの健康、安全、道徳を保護するた
めにするすべてのこと、学校の正当な機能を維
持するためのことを行う。「もし、学校が悪化
したら、このような判決のためかもしれない」
と述べた（at 49）。

（2）検討　Redding判決の 2つの要因基準
Galford判決は、校長によって行われた検査
を、Markのポケットや靴下の検査で始まり脱
衣検査に終わる、本質的に 1つの過程とみな
した。そして、裁判所は T.L.O.判決の 2分枝
基準で検査を評価し、着手時は正当であるが、
脱衣検査をしたのは範囲においてやりすぎとし
た。着手時における合理性と範囲における侵害
性に着目して検査を 1つの過程とみる見解は、
検査の合憲性を決める手段として、2つの要因
基準に加えて、Redding判決によってとられ
たアプローチを挙げる。しかし、以下のような
理由によって、Redding判決は Galford事件
における脱衣検査の合法性を判断するのに、ほ
とんど指針を与えないのではないかという指摘
もなされている。
①急迫な危険　Doe v. Renfrow 65）における脱
衣検査の分析、Redding基準の合同・分離の
曖昧さと同様の問題が、Galford事件を再考す
る際にも明白に存在する。次のように、
Galford事件の事実は、明らかにどちらかを支
持するのではなく、合同または分離どちらの基
準においても Redding判決は有益ではない。

Galford事件において裁判所は、脱衣検査の
合憲性は、検査が他の生徒の安全性を守るため
に必要であると示すことに基づくため、危険性
の考察に集中した。そして、この見解の下、裁
判所は、いかなる危険性もないという結論に達
した。しかし、Redding事件後の分析が必然
的に同じ結論になるとは限らない。Redding

判決では、検査される人を含めてすべての生徒
を危険から保護するというより広い利益を示し



95生徒に対する検査の合憲性

た。しかし、Galford判決の危険の概念は、生
徒全体に対する危険を避けるという Redding

判決のそれよりも狭い。もし、特定の生徒が盗
品を持っていると考えられるなら、なぜ
Redding判決の下で危険を構成することがで
きないのかという批判も存する。金銭の窃盗で
は、確かに身体的害悪の危険性は認められにく
い。しかし、危険は、身体的害悪の危険に限定
されるのか、精神上の健康または生徒や学校の
教育利益への危険を含むほど十分広いのか、明
白ではない。Actonおよび Earls判決は、教育
過程の混乱の危険から部分的に保護するために、
無差別の検査を許した。脱衣検査は明白な侵略
だけども、Actonおよび Earls事件における教
育利益、教育上の環境の保護を生徒に対する危
険として必然的に規制することによって、
Redding事件におけるそれと区別する理由は
ない  66）。
窃盗が教育環境に危険をもたらすとすれば、
次のように、Galford事件における状況は裁判
所が認めたよりももっと危険であることになる。
身体的な害悪はもたらさないが、Galfordの事
実は、明らかに重要な法的結果の危険と学校で
教育を続ける権利に危険を及ぼす。この特別な
規制（specific deterrence）は、生徒に礼儀正
しさを教える利益と同様、生徒が犯罪行為を行
うのを防ぐという学校の利益と一致する。盗ん
だ現金の所持は、特定の生徒だけでなく、学校
全体にとっても「危険」である。もし、服の下
に盗品を隠しても脱衣検査を免れるなら、生徒
は窃盗の誘惑に屈することが多くなるであろう。
他方、盗品を見つけるための脱衣検査が学校で
の窃盗の危険をなくすために許されるなら、窃
盗傾向のある生徒を一般に制御する効果がある
だろう  67）。
ところで、Galford事件では、裁判所は、生
徒に突然の危険をもたらす急迫な状況（exigent 

circumstances）がないと判断した。しかし、
Redding事件では危険の急迫性の説明がなく、
T.L.O.事件では危険が検査を正当化し、Earls

事件では教育利益に急迫した危険がないと判断

された。当該事件においては、紛失した日に検
査がなされ、生徒はずっと学校にいた。もし、
検査が遅れて学外に出ることを許せば、彼は下
着からお金を取り出していたであろう。その点
では、危険と急迫な状況は早急な検査を正当化
する。よって、Redding基準の下では、盗ま
れた現金の所持が危険か判断するのが主要な問
題であることが明らかである。本件において、
多数意見は脱衣検査を正当化するほど十分危険
ではないとし、反対意見はその点を批判し
た  68）。
②上述の Doe v. Renfrow事件  69）の状況とは
異なり、学校権力者は着手時からMarkに「個
別の嫌疑」を有していた。しかし、脱衣検査を
支持する証拠は Doe事件におけるそれより直
接的ではないため、嫌疑を不合理にする。校長
はMarkが 1人で教室にいて現金を盗む機会
があったという情報によって脱衣検査を行った
のであって、他の生徒にも同様の機会があった
のかさらに調査しなかったということである。
もし、現金を盗む機会を有する唯一の生徒だと
知っていたら、Markが現金を盗むと信じるの
はもっと合理的になる。校長はMarkの過去の
非行を知っていたので、他の生徒に機会があっ
たのか調べなかったことはおそらく免責される。
検査の成果は少年司法訴訟において彼に不利
な証拠として使われた。教育行政問題としてで
なく、法執行目的における方が、脱衣検査を厳
格に審査しなければならない。警察がMarkの
脱衣検査に関わってはいないが、検査の目的は
少年犯罪手続きの着手の根拠となる犯罪事実を
発見することである。検査は学校職員によって
着手されたが、法執行目的のために拡大された
と考えられる。
このように、Doe 事件同様、判例法は

Galford事件での脱衣検査の合憲性の判断基準
としては適切とは言えない。裁判所の判断は、
盗まれたお金の所持が Redding事件の危険を
構成するのか、下着に隠したと信じる十分な証
拠があったのか不明確である。
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Ⅲ　 Fewless v. Board of Education of 

Wayland Union Schools 70）

（1）事実の概要・判旨
学校懲罰歴を有する 14才の Joseph Fewless

の脱衣検査に関する事件である（at 812）。
Josephに敵意をもっている 4人の生徒 Chet 

Kemp、Darin Stark、Ryan Terpstra、Kirk 

Blaauwは、Josephがマリファナを所持して
いると言っていたと副校長に告げた。Joseph 

Fewlessは、ポケットから dime rollを出して
クラスメイトに見せたことは認めたが、マリ
ファナを持っていると言ったことも、吸ったこ
ともないと否定した。副校長は、彼のスポーツ
バッグやポケットを調べたが、マリファナは見
つからなかった。後日、教師は副校長に、生徒
が Josephはマリファナを「尻の割れ目」に隠
していると言っていたと報告した（at 810）。
州警察官で学校の安全職員であるMedendorp

と情報を共有した。カフェテリアで Josephは
副校長を見て逃げ出したため、副校長は疑惑を
確信し、Joseph を部屋に連れて行った。
Josephは、薬物を学校に持って来ていたのは
Paul Kiryであり、自分は持っていないと主張
した。所持品検査をしたが発見されず、
Josephは服の下に何も隠していないと否定し
たが、脱衣検査をされた。副校長の命令に従っ
てパンツを下ろし、職員はショーツのウエスト
ゴムをひっぱって、はだかの臀部を調べたが、
何も見つからなかった。両親が学校に呼びださ
れた。

Joseph Fewless は、 注 意 欠 陥 障 が い
（ADHD）と診断され、心身の障がい児（POHI）
として教育をうけるのが適当と判断された。注
意欠陥障がいは衝動的行動や適切な社会判断の
欠陥を典型的に含む。Josephは、授業中に席
をたつような問題が長年見られた。しかし、薬
物の問題を起こしたことはなく、2回目の検査
の前には、副校長もそのことを知っていた。校
外ではマリファナを使用または所持していたと
主張したが、副校長がそのことを知っていたと
いう証拠はない。

Josephの両親 Patrickと Sherri Fewlessは
息子の代理で、Wayland連合校の教育委員会、
Thomas Cutler副校長、Larry Medendorp州
警 察 官、Jack Deming 校 長、Thomas 

Tarnutzer理事長に対して、42 U.S.C. §1983

に基づき、脱衣検査は連邦憲法修正 4条違反
であると主張して訴訟を提起した。

Cutler副校長やMedendorp警察官に対する
修正 4条違反主張で略式判決に勝つためには、
原告は、Josephの修正 4条の権利が侵害され
たこと、限定的免責に値しないことを主張しな
ければならない。学校職員は、州職員として憲
法上の制限対象になる  71）。よって、Cutlerと
Medendorpは、Josephが検査に同意したか、
あるいは、検査が「合理的であった」と示すこ
とによって、Josephの修正 4条に基づく権利
が侵害されていないと主張できるが、両方とも
証明できなかった。そのうえ、限定的免責も否
定され、略式判決も認められなかった（at 

812–13）。
A．Josephは脱衣検査に同意したか
生徒が自由に自発的に同意したのであれば、
検査は憲法上許される  72）。自発性は、検査さ
れる箇所と疑惑の詳細を含む状況全体から判断
されるべきである。まず、最高裁は、生徒の年
齢、知能、教育を含む、検査対象者の特徴を検
討すべきである。同意を拒否する権利を理解し
ているか、憲法上の権利を理解しているか  73）。
2つ目に、拘束されていた時間の長さや性質、
威圧的または処罰行為の使用を含むか等、拘束
の詳細を考えるべきである  74）。さらに、個人
の判断に影響を与える強制の徴候を検討すべき
である  75）。
第 6巡回区控訴裁判所は、憲法上の権利を

放棄したという推定の根拠があると述べた  76）。
同意の問題を法廷で争う際、原告が憲法上の権
利を自発的に放棄したと被告が主張しなければ
ならない。同意は、明白な証拠によって証明さ
れなければならず、同意は明白で理性的に強制
ではなく、なされなければならない  77）。
被告は 14才の Joseph Fewlessにマリファ
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ナ所持の疑いについて尋ねたところ否定された。
さらなる検査に同意するか尋ねられた時、
Joseph は何も隠していないと主張した。
Medendorp 警 察 官 が 来 る 前、Joseph と
Cutler副校長だけの時は脱衣検査をせず、
Medendorpが来たときに、Cutlerは Joseph

が「ズボンをおろす」ことに同意したと言った。
Medendorpは、Josephに脱衣検査を拒否でき
ること、職員を外に出すことを告げたが、両親
に電話をして話してもらうこと、教室に戻るこ
とを許してもらえるかについては、告げなかっ
た。両親に連絡されず、持ち物やポケットの検
査をされた。Josephは特別な教育をうけてお
り、ADHDである。
とりわけ、提案された検査範囲、侵害的なタ
イプの脱衣検査、すなわち、パンツを下ろされ
ること、ボクサーパンツを引っ張られ、尻の割
れ目まで検査されるとは説明されていなかった。
Josephは、警察の留置に似た状況にいたが、
両親、カウンセラーまたは弁護人のような彼を
庇護する人に話す機会を与えられなかった。同
意するまで教室に帰してもらえないと感じる状
況でもあった。よって、彼は明白な同意を与え
ていないと判断された（at 813–15） 78）。
B．脱衣検査が修正 4条の下、合理的であったか
裁判所は以下のように述べて、脱衣検査は

T.L.O.の 2つの分枝、着手時に正当であるこ
とも範囲において合理的であることもないと判
断した（at 815–816）。
法律や校則を破ったという「合理的嫌疑」に
よって正当化されるなら、検査は修正 4条の
範囲内である。「連邦最高裁判決で繰り返し確
認されてきたように、この修正条項の根本的な
目的は、公務員による恣意的な侵害に対してプ
ライバシーや安全を守ることである」 79）。第 6

巡回区控訴裁判所は、「生徒が違法の薬を所持
または使用しているか検査すること、立証され
たら適切な処置をとることは、学校権力者の積
極的な義務である」 80）。生徒のプライバシーの
利益と教師や管理者の学校秩序を維持する実質
的必要性との調整は、検査の対象者が法律に違

反したまたは違反していると信じる「相当の事
由」に検査が基づくべきという要求に、厳格に
は執着しない。よって、連邦最高裁は 2分枝
テストを示したので、「合理的嫌疑」と範囲の
点で検査の合理性を検討することになる  81）。
前 述 の Williams by Williams v. Ellington

においては  82）、疑惑者と通告者の間に憎しみ
がなく、通告者 Gingerの母親からの電話、教
師からの指摘もあった。そして、教師も
Michelleの様子がおかしかったと述べている。
校長はそれらの情報を確かめるために行動に出
たのである。また、Widener v. Fryeにおいて、
特定の生徒からマリファナのにおいがしたり、
マリファナ使用者のように眠そうで不満足な説
明しかしなかったので、ジーンズのみ下ろすよ
うに言ったことは、マリファナ使用や、他の生
徒への販売を信じるより確かな証拠があると認
められた  83）。
次のように、脱衣検査は T.L.O.事件の 2つ
の分枝、すなわち、着手時に正当であるとも範
囲において合理的であるとも言えないとした
（at 815–816）。脱衣検査は鞄やポケットの検
査とは、修正 4条の侵害の点で異なるとし、所
持品検査から脱衣検査にすすむのは正当化され
なかった。そのことを示すために、裁判所は
Cales v. Howell Public Schools 84）を挙げた。
この事件では、日中、車の後に隠れていた女子
生徒が学校の保安委員に見つかった。名前も偽
名を告げたため、副校長室に連れて行かれた。
学校職員は、違法薬物を持っていると考えて、
女子生徒を検査した。ポケットを空にし、ジー
ンズを脱ぎ、女子職員によってブラジャーの内
側を調べられた。裁判所は、薬物を持っている
という「合理的嫌疑」は存在していなかったと
判断した。ずる休み、ホイールキャップの窃盗、
日中にボーイフレンドと会うなど素行は良くな
かったが、薬物を持っていると示す証拠はない
と判断された。薬物をめぐる学校での脱衣検査
が問題となったWilliams事件  85）において、
第 6巡回区控訴裁判所は、学校の検査が合憲
であると判断し、学校職員に限定的免責を認め
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たが、状況は当該事件とは非常に異なっている。
Williams事件でとられた範囲で、検査を求め
ない事件が他にも数多くある。Williams判決
は、憲法上の保護と一致する限りにおいて、警
察官のように、学校職員は効率性と迅速な裁量
権を必要とするとした  86）。
当該事件においては、脱衣検査を正当化する
ほど、「合理的嫌疑」は十分ではなかった。
Josephに憎しみをいだく生徒からの情報の適
正さは、「合理的嫌疑」の根拠としては適切と
は言えまい。このような情報は脱衣検査のため
の根拠としては足りず、状況は匿名者からの情
報と類似している（at 816）。副校長はこれら
の動機を知っていたので、マリファナの臭いと
いった補強証拠がないなら情報の信憑性に躊躇
すべきであった。Josephに悪意を抱いていな
い他の生徒が証言を補強するなど、脱衣検査を
支えるために「合理的嫌疑」があるか調査をし
なかった（at 817）。そのうえ、Josephの両親
に電話をしなかった、ロッカーを検査するよう
な「より制限でない他の選びうる手段」をなさ
なかった（LRA基準）（at 817）。
このように着手時に脱衣検査を正当化できず

（第 1分枝）、そのうえ検査は範囲において不
合理な侵害である（第 2分枝）。下着の中に隠
していないか検査するためには、下着のウエス
トゴムを引っ張ってのぞくより、もっとより侵
害的でない手段がとられなかったために不合理
である。よって、潜在的な悪い動機のために、
情報提供者の信用性の疑問、補強証拠の欠如、
より過激でない他の選びうる手段を使い果たさ
なかったことは、「非常に侵害的で屈辱を与え
る検査」と認め違憲とした。

（2）検討
（ⅰ）脱衣検査の憲法上の分析をする際に、
Redding基準が T.L.O.基準を補うと仮定する
なら、2つの要因、着手と範囲の基準により、
検査が合憲であると満たされなければならない。
Fewless事件において、裁判所は、鞄やポケッ
トの許される検査と、着手において正当ではな

く範囲において不合理な脱衣検査の 2つの異
なる検査とみる。しかし、現実の問題として、
1つの検査か 2つの検査かは大差ない。なぜな
ら、検査行為が T.L.O.のどちらかの分枝をク
リアしなければ、検査は必然的に違憲となるか
らである。Fewless事件において、着手時に、
鞄とポケットの検査を正当化するのに十分根拠
となる理由について、何の説明もなかった。こ
のような正当性を何も見つけず、裁判所は、
Josephは服の下にマリファナを隠していると
信じるのに「不十分な嫌疑」（Reddingの 2番
目の要因）に集中し、マリファナによって予測
される危険（Reddingの 1番目の要因）につ
いて何も言及しなかった。もちろん、Redding

基準に照らして Fewless事件を分析するには、
Redding判決の両要因に注意しなければなら
ない。
（ⅱ）Fewless事件において問題となった禁止
品はマリファナであった。Doe事件の初期の理
論によると、学校における危険が Redding事
件で言うところの危険をつくるかもしれない。
もしそうなら、Fewless事件の脱衣検査は、十
分な理由がなくても、Redding基準の分離バー
ジョンの下で合憲となるだろう  87）。
（ⅲ）Doe事件における着手時の侵害とは異なり、
Galford事件と同様、Fewless事件の学校職員
は、校則違反者として Josephに「個別の嫌疑」
を有する。そのうえ、服の下に隠された疑いの
証拠がより侵害的でない検査の過程を通して推
論される他の 2つの事件とは異なり、Joseph

の脱衣検査をする嫌疑は、服の下に隠したと特
に示す証拠に基づいていた。もちろん、このよ
うな証拠のみで、脱衣検査が必然的に合理的で
あるとはならない。3つの事件における検査の
合理性は、証拠の信頼性によって決められなけ
ればならない。

Fewless事件における証拠の信頼性は、2人
の生徒の証言の信憑性による。もし、状況を総
合的に考えて、証言が内容・量ともに十分信用
できるものであれば、「合理的嫌疑」を満たす
と裁判所は認めた  88）。このような基準は、学
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校職員の行為の合法性を判断する際の要因とし
て、生徒が下着に証拠を隠していると信じる理
由があるという Redding判決の範疇にある。
Redding判決は合理的な信頼性の判断指針を
示さず、裁判所にアドホックな判断をする広い
裁量権を残した。Fewlessの時代には、生徒の
情報だけでは「合理的嫌疑」をもたらさないが、
相当の事由判断が何であれ、脱衣検査への「合
理的嫌疑」が存在するように思えたという見解
も存する。Josephに憎しみをいだいていた生
徒の情報は疑わしいという裁判所の判断は疑問
視されている  89）。裁判所が指摘したように、
「匿名の」情報者とはみなされないが、学校職
員に虚偽の情報を与えれば、懲罰を受ける危険
がある。そのうえ、情報の信頼性は、薬の所持
を Josephが否定することによって、深刻な問
題にはならなかった。
最後に、副校長が「より制限的でない他の選
びうる」検査をすべきであった（LRA基準）
という要求は、一般にこのような要求を課すの
をいやがる最高裁と争うことになる。Redding

判決がこの問題にふれなかったために、有効な
脱衣検査の前提条件としてこのような要求が存
在すると信じる理由はない。

Doeや Galford事件におけるように、「合理
的嫌疑」の判断は Redding判決の後でさえ明
白になったとは言えない。マリファナの所持が
Redding基準の危険性を満たすのか、生徒の
情報が下着の下にマリファナを隠したと信じる
十分な証拠となるかについては、分離または合
同どちらの Redding基準下においても、明白
な結論に達することはできない。

Ⅳ　小括
Redding判決は T.L.O.判決の 2分枝基準を

補った。しかしながら、脱衣検査については、
疑問は残ったままである。例えば、Redding

判決は、上着や鞄の検査から脱衣検査にすすむ
には、危険または下着に隠しているという「合
理的嫌疑」がなければならないとした  90）。「危
険の合理的嫌疑」に値するのはどういう場合か。

Souter裁判官は、少量の処方箋の鎮痛剤なの
で、高い危険の嫌疑はなかったと示した。もし、
同じ強さの薬が大量だった場合、または、同じ
くらいの量のより強い薬の場合には、十分な危
険に値するのか明らかではない  91）。
また、他の生徒からの情報が「合理的嫌疑」
を作り出せる程度も、解決されていない。
Redding事件においては、1人の学生Marissa

の情報によるところが大きい。生徒からの情報
－または疑われた生徒の否定－の信憑性を考え
る際に生徒の学問的記録、過去の懲戒歴といっ
た要因などは考慮されるべきだろうか。例えば、
Redding判決における Stevens裁判官の分離
意見は Savanaを優等生と述べたことを根拠
に  92）、そうすべきだという主張も存する  93）。
さらに、T.L.O.判決でも Redding判決でも
示されていないが、もし、検査が学校管理者で
はなく、学校に配置された警察被雇用者のよう
な職員によってなされたなら、基本的な分析が
変わる程度である。裁判所は、T.L.O.基準が
適用されるべき場合に、学校財源職員が学校職
員の方針で検査を行ったのか、伝統的な修正 4

条が適用されるべき場合に、警察署の命令で警
察官として事実上行動したのかが鍵となると述
べ た。 前 者 の 場 合 は「 合 理 性 の 基 準 」
（reasonableness standard)が  94）、後者の場合
は「相当の事由」（Probable cause）が適用さ
れるとすべきであろう  95）。
連邦最高裁は課外活動に参加している学生全
員に対するランダムな薬物検査を合憲とした。
では、課外活動に参加していない学生も含めた
全員に対するランダムな薬物検査に、適用する
ことができるであろうか。Vernonia判決も
Earls判決も多数意見はこの問題には触れてい
ない。Earls連邦最高裁判決の反対意見の中で、
Breyer裁判官がこの問題に触れ、すべての学
生に適用されたなら異なった判決を下したと示
唆すると述べた  96）。

おわりに

アメリカ連邦最高裁判所は、学校における生
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徒の検査について、これまで T.L.O.判決、
Redding判決などを下し、一応の指針を示し
てきた。しかし、問題となっている禁止物の種
類・分量、捜索・検査の対象者の範囲、年齢・
性別、検査の方法等、実際の事件はそれぞれ多
少要因が異なるために、最高裁判決がどこまで
基準となり得るのか、また、より具体的な判断
基準はどうなのか、さまざまな疑問が生じ、下
級審の間にも不一致が生じている。それらを判
断するに当たって、連邦最高裁判決を改めて検
討し、理解することが必要となる。学校が生徒
を検査するためには、「相当の嫌疑」までは必
要ではなく「合理的嫌疑」でたり得る。では、
合理性を判断するためには、着手時における合
理性と検査手段の範囲の合理性、両方を必要と
するのか。どのような場合に合理的と認められ
るのか。単なる所持品検査と脱衣検査では合理
性のハードルが異なるのか等々、検討しなけれ
ばならない。そして、学校は、学校の秩序を守
るため、他の生徒に危害が及ぶことを防ぐため、
対象となっている生徒自身の利益を守るため
等々、どういった利益を求めるために生徒を検
査することが許されるのか、といった根本的な
問題を再確認することも必要となろう。
本稿において、T.L.O.判決から Redding判
決までの期間をくぎって、控訴審判決を中心と
した下級審判決を概観し、連邦最高裁判決、検
討を試みた。

注
1） 469 U.S. 325（1985）．生徒の捜索の修正 4条
に基づく合法性は、すべての状況下での捜索の
合法性による（at 341）。学校検査の合法性を
判断するには、2つの問題が含まれる。①着手
時に正当であること、②検査を正当化する状況
の範囲内で合理的に関係すること（at 341–

342）。
2） 515 U.S. 646 (1995).

3） 536 U.S. 822 (2002). 拙稿「公立学校における
薬物検査の合憲性－アメリカ合衆国判例を契機
として－」『同志社女子大学学術研究年報』第
57巻（2006年）19頁。

4） 557 U.S. 364, 129 S.Ct. 2633 (2009)．拙稿「学
校における所持品検査の合憲性－ Safford 

Unified School District #1, et al. v. Redding

－」『同志社女子大学学術研究年報』第 66巻
（2015年）9頁。

5） 936 F.2d 881 (6th Cir. 1991)．
6） 991 F.2d 1316 (7th Cir. 1993).

7） 436 U.S. 658, 694 (1978).

8） City of Oklahoma City v. Tuttle, 471 U.S. 

808, 823 (1985). 「少なくとも、政策と特定の
憲法上の違反との間には積極的な関連性がある
に違いない」

9） 448 F.3d 591 (2d Cir.2006).

10） Phaneuf, 330 F.Supp. 2d at 75, 77 (1985).

11） N.G. v. Connecticut, 382 F.3d 225.

12） 448 F.3d at 596 (citing, Cornfield, 991 F.2d at 

1321).

13） 115 F.3d 821 (11th Cir. 1997)

14） Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 

U.S.C. §2000(d)

15） Title IX of the Education Amendment of 1972

16） The United States District Court for the 

Northern District of Alabama, No. 94-PT-

739-E

17） 95 F.3d 1036 (1996)

18） 115 F.3d 821 (11th Cir. 1997).

19） Jenkins, 115 F.3d at 827 (citing T.L.O., 469 

U.S. at 342)

20） 323 F.3d 950 (11th Cir. 2003)

21） the United States District Court for the 

Northern District of Georgia. D. C. Docket 

No. 97–01517-CV-JEC-1

22） Thomas v. Roberts, 261 F.3d 1160 (11th Cir. 

2001).

23） 536 U.S. 730 (2002).

 受刑者は、刑務所の看守を相手に、定期的な水
分補給やトイレ休憩なしで 7時間、つなぎ柱
に手錠でつながれていたことにより、第 8修
正および第 14修正の権利が侵害されたと主張
して訴訟を起こした。アラバマ北部地区の地裁
はサマリージャッジメントを認め、（No. 96- 

02968-CV-BU-S）、第 11巡回控訴裁判所もそ
れを確認した（240 F.3d 975）。裁量上訴
（Certiorari）が認められた。最高裁判所、ス
ティーブンス判事による判決：（1）刑務所の
看守は、被収容者がすでに落ち着いたにもかか



101生徒に対する検査の合憲性

わらず、破壊的な行動のために手錠で支柱につ
ないだことにより、被収容者は第 8修正に違
反して残酷で異常な罰を受けた。（2）限定的
免責（qualified immunity）のためには、職員
は、自分の行為が新規の事実状況において確立
された法律に違反していると知っている必要が
ある。（3）第 11巡回区控訴裁先例、すなわち、
アラバマ州矯正局（ADOC）規制とつなぎ柱の
使 用 は、 憲 法 上 の 瑕 疵（constitutional 

infirmity）であると ADOCに知らせる司法省
（DOJ）の通知に照らして、アラバマ刑務所警
備員は限定免責に値しない。

24） Thomas v. Roberts, 536 U.S. 953 (2002).

25） Vernonia Sch. Dist. 47J v. Acton, 515 U.S. 

646 (1995).

26） Anderson v. Creighton, 483 U.S. 635 (1987).

27） 本稿本章（2）参照。
28） 402 F.3d 598 (6th Cir. 2005) 本稿第 1章 3（ⅱ）
29） 515 U.S. 646, 654–663 (1995).

30） Beard, 402 F.3d at 604.

31） 604 F.3d 977 (2010).

32） 402 F.3d 598 (6th Cir. 2005).

33） T.L.O., 469 U.S. at 337–38.

34） Beard, 402 F.3d at 604.

35） Doe ex rel. Doe v. Little Rock Scho. Dist., 380 

F.3d 349, 3534 (8th Cir. 2004).

36） Beard, 402 F.3d at 606

37） Id. at 605.

38） Ybara v. Illinois, 444 U.S. 85, 91 (1979).

39） 402 F.3d at 605.

40） Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 

(1982).

41） Anderson v. Creighton, 483 U.S. 635, 

640(1987)

42） Martin R. Gardner, Strip searching Students: 

The Supreme Courts Latest Failure to 

Articulate a “Sufficiently Clear” Statement of 

Fourth Amendment Law, 80 MISS.L.J. 955 

(2011)に従って、理論を展開した。
43） 475 F.Supp. 1012 (N.D.Ind.1979), aff’d per 

curiam, 631 F.2d 91 (7th Cir. 1981), cert. 

denied 451 U.S. 1022 (1981).

44） Martin, supra note 42 at 989.

45） Martin R.Gardner, Sniffing for Drugs in the 

C l a s s r o o m - P e r s p e c t i v e s  o n  F o u r t h 

Amendment Scope, 74 NW. U.L.REV. 803 

(2011).

46） 690 F.2d 470 (5th Cir. 1982).

47） 192 F.3d 1260 (9th Cir. 1999).

48） 515 U.S. 646 (1995).

49） 536 U.S. 822(2002). 拙稿「公立学校における
薬物検査の合憲性－アメリカ合衆国判例を契機
として－」『同志社女子大学　学術研究年報第
57巻』（2006年）19頁等参照。

50） See, e.g., Horton ex rel. Horton v. Goose 

Creek Indep. Sch. Dist., 690 F.2d 470, 481–

82 (5th Cir. 1982).

51） Martin, supra note 42, at 991–992.

52） In re Gault, 387 U.S. 1, 23–24 (1967); Earls, 

536 U.S. at 838 (Breyer, J., concurring).

53） Martin, supra note 42, at 997–999 (New 

Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325, 342 n.7 

(1985)).

54） Id. at 999.

55） 189 W.Va.538, 433 S.E. 2d 41 (1993).

56） 175 W.Va.598, 336 S.E. 2d 728 (1985).

57） New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325, 340 

(1985).

58） State v. Joseph T., 175 W. Va. 598 (1985).

59） 655 S.W.2d 28 (Ky. App.1983).

60） 936 F.2d 881 (6th Cir. 1991). 本稿第 1章（1）
（ⅰ）参照。

61） 438 F.Supp.47 (N.D.N.Y.1977).

62） See, e.g., Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 88 S.Ct. 

1868, 20 L.Ed.2d 889 (1968).

63） T.L.O., 469 U.S. at 343.

64） Id. at 338.

65） 本稿本章 1参照。
66） Martin, supra note 42, at 1002–1003.

67） Id. at 1003–1004.

68） Id. at 1004–1005.

69） 本稿第 3章Ⅰ参照。
70） 208 F.Supp.2d 806 (W.D.Mich.2002).

71） Tarter v. Raybuck, 742 F.2d 977, 981(6th Cir. 

1984).

72） Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218, 

226(1973).

73） United States v. Jones, 846 F.2d 358, 360 (6th 

Cir. 1988).

74） Schneckloth, 412 U.S. at 226.

75） Unite States v. Watson, 423 U.S. 411 (1976).

76） Tarter v. Raybuck, 742 F.2d 977 (1984).



102 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第35巻　2018年

77） Unite States v. Williams, 754 F.2d 672, 674–

75 (6th Cir. 1985). Schneckloth, 412 U.S. at 

228.

78） Williams, 754 F.2d at 674–75.

79） Camara v. Munichipal Court, 387 U.S. 523, 

528(1967), cited Tarter, 742 F.2d at 981.

80） Tarter, 742 F.2d at 982.

81） T.L.O., 469 U.S. at 341–342.

82） 本稿第 1章（1）（ⅰ）参照。
83） Widener v. Frye, 809 F.Supp. 35 (S.D.Ohio 

1992).他にも Cornfield, 991 F.2d 1316, 1319, 

1322 (7th Cir. 1993). 本稿第 1章（1）（ⅱ）参照。
84） 635 F.Supp. 454 (E.D. Mich. 1985).

85） 936 F.2d 881, 882 (6th Cir. 1991). 本稿第 1章
（1）（ⅰ）参照。

86） Id. at 886.

87） 557 U.S. at 376–378.

88） Fewless ex rel. Fewless v. Bd. of Educ., 208 

F.Supp. 2d 806, 818 (W.D.Mich. 2002).

89） Martin, supra note 42, at 1014.

90） Redding, 557 U.S. at 377–379 (majority 

oppinion).

91） Id. 557 U.S. at 376–377 (noting that the pills 

were common painkillers “equivalent to two 

Advil, or one Aleve”).
92） Id.  557 U.S. at 380–382 (Stevens,  J. , 

concurring in part and dissenting in part).

93） Emily Gold Waldman, Students Fourth 

Amendment  Rights  in  Schools :  Str ip 

Searches, Drug Tests, and More, 26 TOURO 

L.REV. 1131, 1138–39 (2011)。
94） Shade v. City of Farmington, Minn., 309 F.3d 

1054, 1061 (8th Cir.2002).

95） Patman v. State, 537 S.E.2d 118, 119, 120 

(Ga.Ct.App.2000).  See, e.g. ,  Wilson v. 

Cahokia Sch. Dist. No.187, 470 F.Supp.2d 

897, 910 (S.D.Ill.2007). Martin, supra note 

42, at 1143–44

96） 「テスト計画は学校全体をテストの対象とする
ことを避ける。それは、良心的拒否者のために
オプションを維持する。重大な、しかし、学校
からの追放ほど厳しくない代償（不参加）を支
払っている間、テストを拒否できる。」Earls, 

536 U.S. at 841 (Breyer, J., concurring)。
 連邦最高裁の判事は 2002年に 4人の裁判官
（Roberts (2005)、Alito (2006)、Sotomayor 

(2009)、Kagan (2010)）が代わっている。（ア
ンソニー・ケネディ（中庸）　クラレンス・トー
マス（保守）　ルース・ギンズバーグ（リベラル）　
スティーブン・ブライヤー（リ）　ジョン・ロ
バーツ長官（保）　サミュエル・アリート（保）　
ソニア・ソトマイヨール（リ）　エレナ・ケイ
ガン（リ））。裁判官が代わると、判決も変化す
るであろうと言われている。


